
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク（公共職業安定所）

★詳細については、最寄りの労働局又はハローワークへお問い合わせください★

比較期間（６か月）

対象期間（１年間）

初回計画届

①判定基礎期間末日の事業所労働者数が①判定基礎期間末日の事業所労働者数が
比較期間の平均の４／５以上比較期間の平均の４／５以上

助成率の上乗せ要件のイメージ助成率の上乗せ要件のイメージ

支給申請期間（１か月）

◆助成金制度の拡充の概要◆
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余

儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労
働者の雇用の安定を図るため、休業等の実施により雇用調整助成金及び中小企業
緊急雇用安定助成金を受給する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率
を上乗せします。

◆支給手続き等◆
通常の雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに加え、

支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書雇用維持事業主申告書を併せて提出することが必要です。

◆助成率上乗せ要件◆
助成率は、以下の要件を満たした場合に上乗せします。
① 判定基礎期間（賃金締切期間）の末日における事業所労働者数が、比較期間

（初回計画届提出日の属する月の前月から遡った６か月間）の月平均事業所
労働者数と比して４／５以上であること

② 判定基礎期間（賃金締切期間）とその直前６か月の間に判定基礎期間（賃金締切期間）とその直前６か月の間に事業所労働者の事業所労働者の解雇解雇
等等（有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解
除等を含む。）をしていないことをしていないこと

◆助成率◆
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それぞれ以下のと

おり助成率を上乗せします。
〔〔通常の助成率通常の助成率〕〕 〔〔上乗せ後上乗せ後〕〕

雇用調整助成金雇用調整助成金 ２／３２／３ →→ ３／４３／４
中小企業緊急雇用安定助成金中小企業緊急雇用安定助成金 ４／５４／５ →→ ９／１０９／１０

②解雇等をしない②解雇等をしない
（判定基礎期間＋その直前６か月）（判定基礎期間＋その直前６か月）

判定基礎期間


